
港
湾
区
域
、
五
六
条
一
項
の
公
告
水
域
、
特
定
離
島
港
湾
施
設
の
存
す
る
港
湾
の
公
告
水
域
並
び
に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
整
備
促
進
区
域
以
外
の
水
域
に
お
け
る
次
の
施
設
を
対
象
と
し
、
水
域
施
設
等
を
建
設
、
改
良
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―

　

水
域
施
設

―

　

外
郭
施
設
（
海
岸
保
全
施
設
・
河
川
管
理
施
設
以
外
）

―

　

次
に
掲
げ
る
係
留
施
設

・
危
険
物
積
載
船
、旅
客
船
（
一
三
人
以
上
の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船
舶
）
又
は
自
動
車
航
送
船
を
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設
（
貨

物
の
積
込
み
若
し
く
は
取
卸
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
人
が
乗
船
し
、
若
し
く
は
下
船
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限

る
）

・
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
を
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設

（
同
時
に
五
隻
以
上
の
船
舶
を
係
留
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
人
が
乗
船
し
、
又
は
下
船
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
）

・
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
係
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
係
留
施
設

た
だ
し
、
以
下
の
施
設
は
届
出
対
象
外
で
あ
る
。

―

　

櫓
櫂
（
ろ
か
い
）
の
み
を
も
っ
て
運
転
す
る
船
舶
を
専
ら
係
留
す
る
た
め
の
係
留
施
設

―

　

都
市
公
園
又
は
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
公
園
で
国
が
設
置
す
る
も
の
に
設
け
ら
れ
る
施
設
と
し
て
地
方
公
共
団
体
又
は
国
が
建
設

し
、
又
は
改
良
す
る
係
留
施
設

―

　

漁
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
（
港
湾
管
理
者
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
施
設
を
除
く
）

―

　

砂
防
法
に
規
定
す
る
砂
防
工
事
等
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
の
施
設

―

　

海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
等
と
し
て
海
岸
管
理
者
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
の
施
設

―

　

河
川
工
事
等
と
し
て
河
川
管
理
者
が
建
設
し
、
又
は
改
良
す
る
港
湾
の
施
設

⑳　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
〇
年
法
律
第
八
九
号
）

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
長
期
的
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
の
重
要
性
に
鑑
み
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
基
本
方
針
の
策
定
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区

域
の
指
定
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
内
の
海
域
の
占
用
等
に
係
る
計
画
の
認
定
制
度
を
措
置
す
る
も
の
。

こ
れ
は
、
平
成
二
八
年
の
港
湾
法
改
正
に
よ
り
整
備
し
た
港
湾
区
域
に
お
け
る
長
期
の
占
用
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
を
一
般
海
域
に

拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
が
区
域
指
定
や
計
画
認
定
等
の
主
体
と
な
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
三
年
法
律
第
一
○
八
号
）
と
関
連
づ
け
、
供
給
価
格
も
考
慮
し
て
最
も
適
切
な
者
を
選

定
し
、
計
画
を
認
定
す
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

平
成
三
〇
年
一
二
月
七
日
の
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

（
平
成
三

〇
法
律
第
八
九
号
）
の
公
布
に
あ
た
り
、
次
の
と
お
り
追
補
い
た
し
ま
す
。
本
書
と
あ
わ
せ
て
活
用
く
だ
さ
い
。

『
詳
解　

逐
条
解
説　

港
湾
法　

三
訂
版
』
追
補

こ
れ
ら
を
背
景
に
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
長
期
的
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
の
重
要
性
に
鑑
み
、
海
洋
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に

係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
三
〇
年
法
律
第
八
九
号
。
以
下
「
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
」
と
い
う
。）
が
平
成
三
〇

2
6
1
頁
「
補
論
二
」
11
行
目
に
入
る

20
頁
末
尾
に
入
る

以
上
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本
条
は
、
港
湾
区
域
、
五
六
条
一
項
の
公
告
水
域
等
以
外
の
水
域
に
お
い
て
、
水
域
施
設
等
を
建
設
又
は
改
良
し
よ
う
と
す
る
者
に

対
し
、
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
を
行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
等
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

発
電
所
付
属
港
等
企
業
の
専
用
用
途
に
用
い
ら
れ
る
専
用
施
設
は
、
港
湾
法
に
よ
り
港
湾
管
理
者
を
お
い
て
管
理
す
る
港
湾
の
範
囲

外
で
あ
り
、
五
六
条
一
項
の
公
告
水
域
で
も
な
く
、
ま
た
、
マ
リ
ー
ナ
、
シ
ー
バ
ー
ス
等
は
、
港
湾
区
域
に
も
公
告
水
域
に
も
属
し
な

い
水
域
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
港
湾
管
理
者
が
置
か
れ
て
い
る
港
湾
区
域
、
五
六
条
一
項
の
公
告
水
域
以
外
の
水
域
に
お
い

て
も
、
そ
の
水
域
に
水
域
施
設
、
一
定
の
外
郭
施
設
及
び
係
留
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
れ
ら
届
け
出
ら
れ
た
水
域
施
設
等
が
五
六
条
の
二
の
二
以
降
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て

い
る
か
を
確
認
し
、
必
要
な
場
合
に
は
是
正
措
置
等
を
と
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
港
湾
区
域
、
五
六
条
一
項
の
公
告
水
域
等
以
外
の
水
域
以
外
で
も
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促

進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
二
年
法
律
第
四
一
号
）
に
よ
り
、
特
定
離
島
港
湾
施

設
の
存
す
る
港
湾
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
公
告
し
た
水
域
及
び
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利

用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
〇
年
法
律
第
八
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備

促
進
区
域
は
、
各
法
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
な
る
た
め
、
本
条
に
よ
る
届
出
義
務
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

（
届
出
の
対
象
と
な
る
水
域
施
設
等
の
建
設
、
改
良
）

一
二
月
七
日
に
公
布
さ
れ
た
。
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
に
お
い
て
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
海
域
を
占
用
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
事
業
に
つ
い
て
、
政
府
が
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
促
進
区
域
を
指
定
し
て
公
募
占

用
指
針
を
策
定
し
、最
も
適
切
な
公
募
占
用
計
画
の
提
出
者
を
選
定
し
、当
該
公
募
占
用
計
画
を
認
定
す
る
（
最
長
三
〇
年
の
有
効
期
間
）

と
い
う
制
度
を
通
じ
て
、
事
業
者
に
よ
る
長
期
間
の
占
用
の
確
保
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
水
域
施
設
等
の
建
設
又
は
改
良
）

第
五
十
六
条
の
三　

水
域
（
港
湾
区
域
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促

進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
さ
れ
て
い
る
水
域
並
び
に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促

進
区
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
、水
域
施
設
、外
郭
施
設
又
は
係
留
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の（
以

下
「
水
域
施
設
等
」
と
い
う
。）
を
建
設
し
、
又
は
改
良
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
行
為
に
係
る
工
事
の
開
始
の
日
の
六
十
日

前
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
水
域
施
設
等
の
構
造
及
び
所
在
す
る
水
域
の
範
囲
そ
の
他
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
届
け
出
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
よ
り
工
事
を
要
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
後
遅
滞
な
く
、
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
が
技
術
基
準

に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
限
り
、
そ
の
届
出
を
し
た

者
に
対
し
、
当
該
水
域
施
設
等
の
建
設
若
し
く
は
改
良
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

第
三
十
七
条
第
三
項
に
掲
げ
る
者
は
、
水
域
に
お
い
て
、
水
域
施
設
等
を
建
設
し
、
又
は
改
良
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
例
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
通
知
し
た
事
項

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
例
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４　

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
知
に
係
る
水
域
施
設
等
が
、
技
術
基

準
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
限
り
、
そ
の
通
知
を
し
た

者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
届
出
又
は
通
知
の
あ
つ
た
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
0
1
頁
５
行
目
か
ら
5
0
3
頁
16
行
目
ま
で
を
差
替
え
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